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第１６回庄内南部地区合併協議会 会議録 
 

○日  時  平成１６年３月７日（日）午後１時０２分～ 

○場  所  朝日村中央生涯学習施設すまいる 大集会室 

○次  第 

 １ 開    会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議 事 

  (1) 新市建設計画について 

  (2) 専門小委員会の協議状況について 

  (3) 新市の名称について 

  (4) その他 

 ４ 閉 会 

○出席委員等 

役職名 区  分 氏  名 役職名 区  分 氏  名 

会 長  鶴岡市長 富塚 陽一 委 員 藤  町長 阿部 昇司 

副会長  羽黒町長 中村 博信 委 員  議長 齋藤  久 

副会長  鶴岡市議会議長 榎本 政規 委 員 
島 

 議員 押井 喜一 

副会長  温海町議会議長 佐藤甚一郎 委 員 町  識見を有する者 伊藤  忠 

委 員  議員 斎藤 助夫 委 員 羽  議長 山口  猛 

委 員 
鶴 

 議員 本城 昭一 委 員  議員 冨樫 栄一 

委 員  助役 芳賀  肇 委 員 
黒 

 識見を有する者 呼野 祝二 

委 員 
岡 

 識見を有する者 大瀧 常雄 委 員 町  識見を有する者 高橋  澤 

委 員  識見を有する者 竹内 峰子  

委 員 
市 

 識見を有する者 菅原 一浩 
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役職名 区  分 氏  名 役職名 区  分 氏  名 

委 員  町長 難波 玉記 委 員  村長 佐藤 征勝 

委 員 
櫛 

 議長 菅原  元 委 員 
朝 

 議長 進藤  篤 

委 員 引  議員 遠藤 純夫 委 員 日  議員 井上 時夫 

委 員  識見を有する者 長南 源一 委 員  識見を有する者 田村 作美 

委 員 
町 

 識見を有する者 前田 藤吉 委 員 
村 

 識見を有する者 渡部 長和 

委 員  町長 阿部  誠 委 員 温  町長 佐藤 正明 

委 員 
三 

 議長 大滝助太郎 委 員  議員 富樫 栄一 

委 員 川  議員 須藤 栄弘 委 員 
海 

 識見を有する者 齋藤 金一 

委 員  識見を有する者 鈴木多右ェ門 委 員 町  識見を有する者 佐藤喜久子 

委 員 
町 

 識見を有する者 鈴木 正士 監査委員  羽黒町監査委員 清野  均 

会長・委員 ３７名  監査委員１名 
 
○欠席委員  冨樫 達喜委員 
 
○出席幹事職員 

所 属 ・ 職 名 氏  名 所 属 ・ 職 名 氏  名 

 鶴岡市総務部合併対策室長 佐藤 智志 櫛引町市町村合併対策室合併対策主幹  佐久間忠勝 

     〃    総務課長 石塚 治人  三川町企画課長 三浦 久次 

     〃   調査計画主幹 斎藤 雅文  朝日村市町村合併対策室長 佐藤 靖法 
 藤島町企画課長兼合併対策室長 半澤 正昭  温海町企画観光商工課長 川畑  仁 

 羽黒町企画商工課長 金野 和夫  

 
○出席事務局職員 

役  職  名 氏  名 役  職  名 氏  名 

 事務局長 芳賀  肇  調査計画主査 今野 勝吉 

 事務局次長 佐藤 智志  調査計画主査 鈴木金右ェ門 
 総務課長 石塚 治人  調査計画主査 本間 光夫 
 調査計画主幹 斎藤 雅文  総務係長 渡部  功 

 総務主査 成田  弘  調査計画係長 柳生  晃 

 総務主査 吉住 光正  主事 伊藤 弘治 

 調査計画主査 土田 宏一   
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１ 開   会（午後１時０２分） 

〇芳賀 肇事務局長 本日は、天候の悪い中お集まりをいただきまして、ありがとうご

ざいました。それでは、ただ今から第１６回庄内南部地区合併協議会を開会いたしま

す。 

 

２ 会長あいさつ 

〇芳賀 肇事務局長 初めに、会長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

〇富塚陽一会長 ただ今司会から申し上げましたとおり、大変悪天候の中、また日曜日、

せっかくお休みのところ時間を割いていただきましてご参集賜り、誠にありがとうご

ざいます。予定をさせていただきましたので、きょうも開催させていただきましたが、

まず初めに開催地の朝日村の村長さん初め当局の方々、大変ご苦労様でした。お世話

になります。ありがとうございます。あと、委員さんのほかに傍聴の方あるいは事務

局多数出席していただきまして、誠にご苦労様でした。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  きょうは、お手元に配付の次第にございますように、新市の建設計画と専門小委員

会で審議が残っておりました委員会の分を提出させていただいて、その協議状況、新

市の名称、その他何なりとご発言、ご意見を賜るように運営したいと思っております。

建設計画も後ほどご説明申し上げますけれども、一部残しまして大方作文の形で計画

書の体裁を整えて提出をしてもらっています。それから、各専門小委員会の調整項目

も一応各分野網羅をして膨大な作業を事務局にこなしてもらい、それで専門委員の先

生方にもご審議をいただいたわけでありますが、ようやくにしてまちづくりの基本的

な中身についてご議論をいただけるようになりまして、事務局大変ご苦労様でした。

そして、委員の皆様にもこれまでも何かとご意見を出していただきまして誠にありが

たく、いよいよ本格的な協議をきょうから始めるような形になろうと思いますけれど

も、何とぞそれぞれのお立場から率直なご意見を賜りますようにお願い申し上げます。

その他のいくつか、これからの運営につきましてもご意見ございましたらお聞きをい

たしまして、きょうも限られた時間でありますけれども、よろしくご協議賜りますよ

うにお願い申し上げます。 

地域の将来のために、こうやって非常に貴重な時間も割いて、またこの雪の中をご

参加いただきました皆様のご熱意に深く改めて敬意と感謝を申し上げながら、きょう

の運営に入らせていただきます。どうもありがとうございました。よろしくお願いい

たします。 

 

３ 議   事 

（１）新市建設計画について 

〇芳賀 肇事務局長 それでは、早速協議のほうに入らせていただきます。進行のほう

を会長よりよろしくお願いいたします。 

 

〇富塚陽一会長 それでは、よろしくお願いをいたします。 

  初めに、（１）の新市の建設計画についてご審議をお願いいたします。 
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事務局から説明してください。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 お手元の平成１６年３月７日第１次案と書いてあります新

市建設計画でございます。縦長の資料でございます。 

  合併特例法におきましては、合併協議会は新市の建設計画案を作成するということ

で規定をされておりますけれども、本協議会では今年度中にこの建設計画の原案を作

成するということで進めております。来年度に入りましたら、各市町村で住民へ計画

の内容を説明しましてご意見を頂だいしていくといったようなことで進めさせていた

だいているものでございます。今般第１次案がまとまりましたので、本日お諮りをさ

せていただくというものでございます。 

  この第１次案の内容でございますけれども、昨年末来協議会で、また専門小委員会

で重ねてご議論をいただいてまいりました新市まちづくりのビジョン、これを中心に

据えながら合併の必要性や新市の概況など、計画の作成上必要な事項を盛り込んでい

るというものでございます。 

  目次をご覧いただきまして、全体の構成でございますが、大項目としましてⅠ序論、

Ⅱ新市の概況、Ⅲ主要指標の見通し、Ⅳ新市建設の基本方針、Ⅴ新市の施策、Ⅵ新市

における県事業の推進、Ⅶ公共施設の適正配置と整備、Ⅷ財政計画の八つの章を設け

ているものでございます。このうち、Ⅵの新市における県事業の推進とⅧの財政計画

につきましては、現在まだ調整中になっておりますので、本日の第１次案では未記入

ということにさせていただいております。あらかじめご了承くださいますようお願い

いたします。 

  それでは、章ごとに内容の概略についてご説明申し上げます。まず、１ページから

の序論でございますが、ここでは合併の必要性と計画策定の方針を述べております。 

  ２ページをご覧いただきますが、１の合併の必要性では、まず庄内南部７市町村の

これまでの歩みを振り返りながら、日常生活圏としての一体性の高まりの中で合併協

議会を設立し、新市将来構想を策定したというような記述で、このようにできたこと

を前提にしておりますけれども、新市建設計画の策定に至る経過を概述した上で、合

併の必要性を（１）から（４）までの四つの観点から整理しているものでございます。

この合併の必要性の内容は、これまでの協議会等でたびたび話し合われておりますし、

また協議会の広報などでも説明してまいった内容と同様のものでございます。 

  まず、（１）の社会経済情勢の構造的変化への対応では、右肩上がりの経済成長が

終わる一方、グローバリズムの進展など住民生活を取り巻く環境が大変激しく変化し

ていることも踏まえながら、こうした構造的な変化に的確に対応していく必要がある

ことを示したものであります。 

  ３ページの（２）ですが、人口減少と少子高齢化への対応では、このままの状況で

推移しますと、庄内南部地区では人口が大きく減少する中で高齢化が加速度的に進行

することから、地域社会や地域産業の維持発展が難しくなり、地域全体の活力が極端

に低下していくことが危惧されるとしまして、庄内南部地区全体で今のうちに連携と

役割分担を積極的に進めながら魅力あるまちづくりを推進していかなければならない

と、その必要性を述べたものでございます。 

  次に、（３）財政状況の悪化と行財政システムの再編でございますが、庄内南部の
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７市町村とも極めて厳しい財政状況となっておりまして、住民の必要とする行政サー

ビスを提供し続けていくためには一層の行財政改革を進めて、財政基盤の強化とシス

テムの再編が求められているとしているものでございます。 

  ４ページの（４）地方分権の受け皿づくりと公的サービスの高度化では、地方分権

の潮流の中で今後市町村には一層自治能力の向上が要求され、また市民ニーズも高度

化してきておりますので、こうした中で公的サービス提供の責任を果たしていくため

に合併が必要であるといたしたものでございます。 

  次に、５ページ、２計画策定の方針でございますが、（１）計画の趣旨、ここでは

この計画の位置づけないしは性格づけとしまして、まずこの計画は合併後の新市建設

の基本方針を定めるもので、７市町村の一体化の促進、均衡ある発展、住民福祉の向

上をねらいとするとしております。また、合併後には新市全体の構造的な実態調査を

しながらこの計画を総合計画に発展させてくという内容を加えまして、建設計画と総

合計画の関係を示しております。 

  （２）の計画の構成では、全体の構成の概略を記述しまして、また（３）計画の期

間では計画期間を１０年としまして、それぞれこの計画の対象や期限を定めたところ

でございます。 

  次に、６ページからは新市の概況でございます。お開きいただきまして、７ページ

と８ページで合併後の新市の概況について５項目にわたって述べております。１の位

置と地勢においては、山や川、平野、海など大切なふるさとの自然資源を述べて、２

の気候では日本海側気候区の特徴を記させていただいております。 

  次の３、面積は、総面積が１，３４４平方キロということで、庄内地方の半分を超

える面積となるものでありますし、また４人口では国勢調査で１５万５，４２５人と

いうことで、これも庄内の約半分となるものでございます。 

  ９ページには人口関係の数値を表にしてまとめておりますので、こちらのほうをご

参考にしていただきたいというふうに思います。 

  １０ページからは、主要指標の見通しでございます。内容は、１１ページから１３

ページでございますが、これは既にこれまで新市まちづくりビジョンの中で試案とし

てご提案いたしましたものを文章と表に分けて再構成したものでございます。内容は、

これまでこ協議いただいたものと変わっておりませんので、説明は省略をさせていた

だきます。 

  １４ページからは、新市建設の基本方針でございます。ちょっとこの章の記載に誤

りがございますので、申しわけございませんが、訂正をお願いいたします。１８ペー

ジをめくっていただきまして、一番上に２新市の基本目標とありますが、番号が間違

っております。「２」を「３」に訂正をお願いいたします。同じように、２１ページ

にまいりまして、これも一番上の見出しでありますが、行財政システムの再構築の番

号を「３」から「４」に訂正をお願いいたします。また同じことでありますが、２３

ページ、これも見出しのところの番号を「４」から「５」に訂正をお願いいたします。

大変申しわけございませんでした。 

  この章の内容でございますけれども、２２ページまでの１から４まででありますけ

れども、新市の基本理念、新市の将来像、新市の基本目標、それと行財政システムの

再構築の四つにつきましては、既に新市まちづくりのビジョンの素案としてこれまで
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ご協議をいただいたものと内容的には同じということでございます。これらにつきま

しては、前回第１５回の協議会でいただいたご意見などを基にしまして修正をいたし

ております。その点についてのみご報告をさせていただきたいというふうに思います。 

  １６ページにお戻りいただきたいと思います。２の新市の将来像のところで、初め

の部分に前文として新市の基本理念をから始めまして、５行を追加しております。こ

れは、地方分権を進める観点での都市像を追加してはどうかというご意見をいただき

ました。また、このビジョンを絶対に実現するという心構えを表した表現を入れるべ

きであろうといったようなご意見をいただきましたことから、基本理念から将来像へ

つないでいく前文を設けまして、その中で市民とともに自助と自立の精神に基づく地

方分権や行財政改革を果敢に行い、将来像の実現に向け勇気を持って取り組みますと

いう記述をさせていただいたものでございます。 

  あと１８ページのところにまいりまして、３新市の基本目標ですけれども、ここの

（１）美しく快適な南庄内らしい基盤整備のところで、庄内地域の中核都市としての

役割といったような記述を加えております。 

  また、１９ページにまいりまして、（６）の安心して暮らせる健康と福祉、子育て

の環境づくりのところで、男女共同参画社会でありますけれども、この前にその言葉

だけではだめだというようなことで、若干の説明文を追加をしております。 

  次に、２３ページをお開きいただきます。この２３、２４ページは、５土地利用の

方針でございます。これにつきましては、ビジョンでは取り上げていなかったもので

ございますが、ここでは７市町村の国土利用計画を集約し、これを基にしながら新市

全体における土地利用の基本的な方針を示しているものでございます。まず初めに、

土地利用の現況を踏まえながら、公共の福祉の優先や自然環境の保全を図りながら、

健康で文化的な生活環境の確保や均衡ある発展を図ることを基本理念と定めまして、

総合的、計画的な土地利用を図る必要があるということにしております。その上で、

以下に市街地、農山漁村地域、自然地域等の地域類型別に土地利用の基本的方向をま

とめているところでございます。 

  次に、２５ページをお開きいただきます。２５ページからは、新市の施策でござい

ます。これは、先ほどの新市建設の基本方針の章で、新市の基本目標として掲げまし

た八つの基本目標を達成するための施策的内容となるものでございますが、既に新市

まちづくりのビジョンとしてご説明を申し上げているものでございます。ビジョンの

段階では一つ一つ箇条書きというような形で示しておりましたものを、それぞれの項

目ごとにまとまった文章の形で記載したものでございます。基本的な内容、趣旨は変

わっておりませんので、説明は省略させていただきたいと思います。 

  なお、この中でご覧になっていただければおわかりかと思いますが、それぞれの施

策の文章の最後に括弧書きで主な事業という項目を立てておりますけれども、これは

それぞれの施策に関する代表的なものを今後盛り込むことで考えておりまして、現在

財政計画と合わせて検討中でございます。今後ご提供させていただく事項というよう

なことで、現時点では空欄とさせていただいたところでございます。 

  施策のところをずっとめくっていただきまして、４１ページにまいります。ここが

新市における県事業の推進でございますが、冒頭お話ししましたとおり、これにつき

ましては県となお調整をする必要がありますので、内容は未記入とさせていただいて
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おります。 

  ４３ページからが公共施設の適正配置と整備でございます。４４ページであります

が、これにつきましては短い文章ではありますが、公共施設の適正配置と整備に関し

ましてその基本的な方針を端的に記述をさせていただいたというところでございます。 

  最後の４５ページが財政計画でございますが、これにつきましては申し上げました

とおり現在調整中ということでありますので、内容は未記入とさせていただいており

ます。 

  以上でございますけれども、本日この協議会とこの後の専門小委員会で委員の皆様

よりご意見をいただきまして、修正をしてまいりたいと思っております。まだ未記入

の部分もあるわけでありますけれども、次回以降にお示しをしてご協議をいただきま

して、年度内に原案として一定のまとめを得てまいりたいと考えております。協議会

の日程、この後今月２３日と３０日ということで予定をさせていただいておりますけ

れども、まだその後においてもなお調整すべき点や修正すべき点は残るものとは思い

ますが、今年度最後の３月３０日の協議会までには全部の項目を記入した一応の原案

のまとめをしていただければというふうに思っております。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

〇富塚陽一会長 ただ今事務局からご説明申し上げました。最初は、横長のペーパーで

少しご審議をいただいたものを文章化したということでありますが、これも何度もこ

れまで申し上げましてご存じと思いますが、事務局が勝手につくったというのではな

くて、構成団体の基本構想として各団体で議決をいただいておる市町村の振興計画の

考え方を基本といたしまして、それをベースにして集約、まとめていくということで

頑張って努力していただいたわけでありますので、事務局の勝手な案ではないという

ことはご了承いただいた上で、ここであと正式に協議会としてさらにご審議いただく

ことは、どんなご発言でもご自由でありますので、これから活発にご意見を賜りたい

と思います。 

  事務局の存念では、一生懸命大変な作業だったようですが、財政計画とかそういう

ものも含めて今月中には案はまとめるということでありますので、引き続き来月に入

ってからも皆様方のご意見、ご討議をいただくことは当然と思っておりますので、そ

れはそういう含みでこれからもどうぞご所見を承りたいと思います。 

  まず、きょうのところ何なりとどうぞお気づきの点ございましたら、ご質問なりご

意見なり開陳していただければと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ何な

りと、何かありませんでしょうか。 

 

〇本城昭一委員 私の基本的な考え方でありますが、こういう文章というのはどうして

も行政でつくると非常に我々民間にはかちんとくる硬さがあると。この文章の対象は、

私は住民だと思うんです。だとすれば、もうちょっと肩の力を抜いたわかりやすい文

章化に大いに心がける必要があると思うんですが、私はこの文章一読をして今二読、

三読やめています。あまり硬くて、ちょっと呼吸を置かないとだめだなと思ったもん

ですから。そういう意味でこの文章を２次、３次の中で、やはり変えていくという努

力が必要なのではないかなと。この項目を見ていけば確かにそうなんですが、しかし
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対象は住民だということをやっぱり念頭に置いた表現にしていただきたいと、これが

できるかできないかは別として努力をしていただきたいということであります。 

  それから、こういう目標がいっぱい書いてありますけども、基本理念というのがそ

の集約だと思いますけども、私はここに住む人たちが一言で言えば天寿を全うできる、

そういう環境をつくる、まちをつくる、システムをつくる、これがそのことだと思う

んです。天寿を全うするということ、生涯を全うするというのでなくて天寿を全うす

る。そのためには、交通事故があって途中で天寿を雑にしてはならんということで、

交通対策も道路行政もそういうものをきちっとやると、あるいは病気で途中亡くなる

ようなことのないように、天寿を全うできるように医療、福祉、そういうものをきち

っとやると。目標は、私は人間としてここに生まれ育って、このいい環境の中で天寿

を全うするのにどういう施策、どういう行政をするかという、そういうことだろうと

思うのです。そういう具体的なところがあまりにも文章が硬すぎるもんだから見えて

こないなと、これは私の感想ですので、その辺この受け止め方について行政の計画と

いうのはこういうものだと、こういうふうにならざるを得ないということであるのか

どうか、このことをやはり事務局から考え方を聞いておきたいなと思います。言葉が

輝いておりますけれども、内容がどうもぴんとこないと、こういうふうに私自身は思

うもんですから、その辺についてご見解をいただきたいというふうに思います。 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございました。 

  事務局、どうぞ。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 私ども心がけておりますけども、文章が硬いということで

ありますので、また十分検討してまいりたいと思います。 

  また、冒頭申し上げましたように、住民説明会ではさらにイラストとか、そういっ

たものも使いながら、もう少しわかりやすい概要版をつくりたいと思っております。

それはそれとしましても、建設計画の文章、そういったご指摘でありますので、これ

からもう２回協議会ありますので、その間にぜひ努力してまいりたいというふうに思

います。 

  あと、交通安全だとか医療、福祉、そういったようなところでご意見ございました

けれども、実はきょうもこの後第二小委員会のそういった部分を含む協議の状況報告

もございます。そういったようなところでも、ぜひ私どもとしましてもそういった調

整のみならず、ただ今のようなご意見も合わせて頂だいしていきたいというふうにも

思っておりますので、引き続きご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 ご満足のいただいた答弁でないかもしれませんが、とにかくご趣旨に

沿って努力するということは申しておるようでありますので、まず十分ご意見を踏ま

えてなるべく頑張ってください。 

  なお、ただ今説明もありましたとおり、住民の皆さんにはまた別にここで大体のと

ころが、まだこれ完全なものできるまでだと時間かかりますので、これをひとつ土台

にして、易しい文章にして各市町村にＰＲみたいな格好で渡すような計画は持ってい

るようですので、それはそれで住民の皆さんに対する心遣いはこれだけでないという
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ことではご理解いただきたいと思いますし、この中身はなるべく易しく、私もそれし

か言いようがないのですが、精いっぱいやっているとは思いますが、よろしく頼みま

す。 

  なおもう一つ、私も少し僣越ですけれども、今の本城委員さんのお話の中の含意と

しましては、今までのようなまちづくりとか地域づくりとは別の観点が今の時代とし

て必要だという含意も、例えば生涯でなくて天寿を全うするというのはやっぱりまち

づくりの今までにはあまりなかった観点かもしれませんし、地域の自立性、完結性、

それからその地域の特性を生かした総合性をもっと真剣に考えろというような時代の

流れの含意もあるような気がしますので、ということでもいいのでしょう。今まで経

済一本やりとか、そういう感じがやや前面に出ていたけども、もっとそういうことだ

けでなくて人間生活全体として納得いく、満足いく地域社会であれというご注意かと

思いますので、そういう意味では時代的な変遷の反映もあると思いますから、事務局

のほうでもよく配慮してください。 

  この原案は、今までの各市町村の構想も踏まえたところもありまして、まとめはそ

うなったと思いますが、これからのご議論で修正は一向に構いませんので、そのよう

にさせていただくように、なお事務局を督励してまいります。 

  今のような、どうぞご遠慮なく。 

 

〇齋藤 久委員 本城委員と同じ意見ですけれども、例えば１６ページ、１７ページの

新市の将来像の六つの都市の形成ということでうたってありますけれども、議会広報

で言うとこれを戒名見出しと私たちは勉強してきました。ですから、もっと平仮名を

多く使いなさいというご指摘を受けたことがありますので、漢字を全部並べないで、

中に全部書いてありますので、何々都市に向けてとか、先ほどは市民にもっとわかり

やすい計画をつくるということでしたけれども、私もその点を配慮していただきたい

というふうに思います。 

  それから、もう一点ですけれども、この新市建設計画に地方分権の受け皿づくりと

いう視点と、それから先ほどの説明で今お話しました新市の将来像について上に自助

と自立の精神ということで、果敢に取り組む表現を入れていただきましたが、私は今

まで話させていただいた地方分権は、国から地方という視点、これ大切ですけども、

地方が主体となることはいいんですけれども、その地方でももっと行政と市民の間の

平等と申しましょうか、縦から横の関係をもっとここの中に表現として入れていって

もいいのではないかということを前回話をさせていただいたつもりです。ですから、

その辺をもっと、例えば２２ページの市民との協働という最後のほうにも加筆しても

いいのではないかなと考えました。それでご協議いただきたいのですけれども、２２

ページに上から何行かありますが、その最後に「そして、地方分権時代の住民自治は

市民が主役、地域が主体との認識の下、市民が自立した自治活動が実践されるよう支

援する必要があります。そこで、行政との関係を再構築し、私たちのまちは私たちの

手でつくるという自己決定、自己責任の機運が高まるようにしていきます。」という、

例えばの例題を示しましたけれども、このような具体的な表現をその下につけ加える

ことはできないものか、ご検討をお願いしたいのですけれども。 
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〇富塚陽一会長 事務局、何か。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 担当しております部会、分科会のほうに伝えまして検討さ

せていただきます。次回にまた検討結果をご報告させていただくことでご了承いただ

きたいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 よろしいですか、齋藤さん、そんなことで、事務局答弁ですが。あり

がとうございます。 

 

〇大滝助太郎委員 私のほうからは、具体的な点で３点ばかりお願いをしたいと思いま

す。 

  最初に、１８ページ、先ほど説明もあったわけでございますが、冒頭のほうでござ

います。地域の均衡ある発展を図るとともに、庄内地域の中核拠点都市としての役割

を果たすというふうなことでございますし、私も当然のことでありますし、ぜひ実現

に向けてほしいというふうに思います。まずそこで、前回も若干触れましたけれども、

庄内地方拠点都市地域整備事業というのがございました。これは、大方終了したわけ

ですが、この中で一つだけ未完成のものがございます。それは、庄内中央拠点地域の

エアフロントシティ事業というのが計画にはあったんですが、残念ながら今まで棚上

げされておったと。しかし、これも中止ということでなくて継続的にこれからも検討

していくというふうなことで、そういう状況になっております。この件は、庄内１４

市町村で構成する広域行政組合で検討されてきているということでございますが、し

かしながら、いろいろ財政等の面での理由もございまして、現在棚上げ状態というふ

うなことでございます。幸いにして、建設計画に示されておりますこの庄内地区の中

核拠点都市としての役割を果たすというふうなことで、私はこの棚上げになっており

ます懸案事業につきましては、広域行政組合の理事長でもあります本会の会長さんか

ら、この庄内中央拠点のエアフロントシティ事業については勇気ある決断をしてもら

って、この新市建設計画で取り組んでいただきますようにひとつご提案を申し上げた

いというふうに思います。 

  次に、１９ページでございます。コミュニティビジネスの育成というふうなのが前

段のちょっと下のほうにあるんですけれども、これも注釈づきで一応わかりやすく表

されておりますが、私としてはできれば片仮名でなくて漢字を交えた文章でどうかな

と。それじゃ、どういうふうに変えるのかということでございますが、コミュニティ

ビジネスというのを地域審議会としたらどうかと。これ変えたらどうなるかというふ

うになりますけども、「市民生活の新たな担い手として地域審議会の設置を図ります。」

と。次ページの注釈のほうを、これも平仮名のところを漢字等に直しますと、「地域

審議会は住民が主体となって地域の課題を解決し、その活動の利益を地域に還元する

ことによって、地域を再生・活性化する審議会である。」というふうにしたらどうか

なと、これは私の個人的な意見です。 

  最後に、もう一点でございますが、２６ページにありますような駅前地区の整備と

いうことでございますが、これまでは駅というのは鉄道のあるところしか駅がないわ

けなんですが、現在は鉄道がなくてもいろいろな駅ができているというようなことで、
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むしろ車のとまる駅のほうが最近は繁盛しているというふうなことでございます。そ

こで、この駅前というのはおそらく鶴岡市の駅前地区だろうと思うんですけども、駅

というのはやはりここを利用するお客さんが増えないと、いくら周辺整備をしてもこ

れはちょっと私は容易でないのではないかというふうに思います。この駅地域という

のは、やはりこれからのことを考えますと、新幹線をどうするかと。新幹線が来るこ

とによって、駅周辺の開発というのが現在は山形新幹線でもそうですけれども、それ

らの新幹線に伴って駅の開発が進んでいるというのが現状でございますし、これが今

新幹線の状況がまだはっきりしていないので、片方だけが先行するというのは私は最

終的に非常に心配があるということから見れば、駅というのは現在で言えば新幹線を

持ってくるということと、駅周辺の開発というのはやはり同時に進めるのが一番いい

のではないかというふうに思います。ただ、この表現を見ますと駅前地区の整備のほ

うは進めると、新幹線のほうは整備充実に努めると、こういうことですので、これは

やはり同じ歩調でいくというのであれば、駅前のほうは新幹線が来ようが来まいがこ

れは進めると。しかし、新幹線は来るように努力するということですので、これはや

っぱり私は無理の起こらないような進め方でいいのではないかなというふうに思いま

すので、ひとつ以上３点について申し上げたいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございました。 

この件、事務局、どうぞ。可能な限り答弁してください。 

 

〇佐藤智志事務局次長 それでは、ただ今のご意見に対してすべて的確にお答えする自

信もないわけですけども、ひとつ考え方をお話させていただきたいと思います。 

  最初に、拠点都市の関係でございますけども、これは大滝委員さんからお話のとお

り、広域行政組合の１４市町村の課題ということで位置づけをされて、その計画自体

はまだ生きているわけでございます。必ずしもこの南部地区合併協議会で検討する課

題ということではなくて、これも現在庄内地区で新しい枠組みづくりが進んでおりま

すので、その場において新しい枠組みができた段階で改めてどうするかということが

議論になっていくんだと思いますし、現在も広域行政組合の１４市町村の課題という

ことで取り組まれているわけでありますので、そのことにつきましては、そのような

ことで別の枠組みのところで検討していただくのがいいのではないかという感じがし

ておりますし、なおこの南部の合併協議会の中では、そういう決意を持っております

ということを宣言をしていくという意味合いでここに記載をさせていただいていると

いうことにとどめさせていただいておりますので、その辺は検討の舞台が少しそれぞ

れの役割が違うのではないかという感じもしますので、そういうふうなご理解を賜れ

ばありがたいと思っております。 

  それから、１９ページでしたか、コミュニティビジネスのお話ございましたけども、

このこともご案内のとおりいろいろ合併の意義のところにも記載をしているわけであ

りますけれども、これからの地域住民、市民の皆さんが暮らしていく上で、いろんな

生活上の課題でありますとかサービスの質の問題でありますとか、先ほど本城委員さ

んからもお話ございましたけれども、天寿を全うするという意味ではいろんな行政課

題なりサービスの問題が出てくるかと思いますけれども、そうしたことにつきまして
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行政、公の部分がすべてを担っていくということについてはおのずと限界があるわけ

でございますので、現在もＮＰＯでありますとか、あるいはボランティアであります

とか、いろんな意味合いの事業主体が出てきておりまして、そういう行政サービスな

りいろんな分野での生活課題等につきまして取り組んでおられる主体が出てきておる

ということでございますので、そうした方々をパートナーとしながら、新市全体の行

政サービスの質を上げていくということが今後の課題かというふうに存じますので、

そういう意味でこのところは記載をさせていただいているというご理解を賜りたいと

思いますし、地域審議会ということにつきましては、またそれぞれ住民との協働であ

りますとか、あるいは住民の声を吸い上げるということで、これはまた別の長の諮問

機関という位置づけでもございますので、ちょっと意味合いが違うのかなという感じ

をいたしております。この地域審議会につきましても、きょう第一小委員会のほうで

いろいろ検討いただくことになっておりますけれども、今後どういった機能あるいは

どういう役割を果たしていくのかということにつきまして、いろいろ事務局としても

案をまとめまして、しかるべき時期にお諮りをさせていただきたいと思っております

ので、それはそういうことで整理をさせていただきたいというふうに考えております。 

  それから、交通関係の問題でございますけども、一体的にというお話でございます

が、それはそのとおりかとも存じますけれども、ただ新幹線となりますと、かなりの

年数を要する問題でもございますので、交通結節点としての駅前地区につきましては、

その機能を高めていくということにつきましては、新幹線ということと並行して進め

るということではなくして、現時点においてもいろんな意味合いで交通結節点の機能

を生かしていくということが大切なことというふうな認識をいたしまして、こういう

ふうに記載をいたしておるところでございますので、その点につきましてもご理解を

賜ればありがたいと思います。 

  以上でございます。 

 

〇富塚陽一会長 事務局の説明がちょっと、大滝先生には悪いけども、僣越ながら私か

ら補足だけさせていただきますけども、確かに三川地区は拠点法で指定されている中

核拠点都市の重要な地区になっておりますけども、棚上げと言われると何だけども、

今確かに進行はしておりませんけども、これは議長さんもご存じのように広域行政を

含めて一部事務組合の事務所もあのとおり非常にお粗末になっておりますし、今後庄

内地域全体としての広域行政を進めるための拠点を整備するということは非常に重要

であって、それが一つの大きな目玉という含意で三川地区の拠点地区の構想を検討し

てきた経緯があると思います。それは、忘れてはおらないところであります。 

  ただ、今はそんな話は消えてしまいましたけども、庄内を一つにするというような

提言もあったりして、合併に絡んでちょっと広域行政の行方について不安定な感じが

出てきたりして、事務組合で統合した事務所、議場を含めてですけども、そういうの

を整備する決断をするのはちょっと先にしたほうがいいのではないかというような含

意で少し延びてきたことは事実でありますけども、ようやくにしてこれ固まれば、や

っぱり一部事務組合がなくなるということは当分の間はないのではないかというふう

に思いますし、当然引き続きの課題として、私も広域行政の理事会にお諮りはしなけ

ればなりませんし、私に権限があるわけでありませんけども、ただ今のことも含めて
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気にはなっているテーマでありますから、ぜひ提案して検討させていただきたいと思

いますが、しばらくちょっとそれ合併の話と一部事務組合あるいは広域行政組合の将

来について、大体見えてはきたと思っていますが、その辺をにらんで少し検討時間を

もうちょっと貸していただくわけにいかないかと、私は大滝さんにそうご答弁を申し

上げておきたいと思います。決して忘れてはおりませんので。 

  それからあと、コミュニティビジネスというのは、私もどうも英語に弱いほうだか

ら、困った言葉出てきたなと思っておりますが、これも時代の要請に応えていく一つ

のサービスセクションということだと思いますので、これはこれで検討させていただ

いて、地域審議会の観点につきましては、住民の声を吸い上げる重要な手段でありま

すので、これからそれを一つのテーマとしてまた協議会で十分ご意見をいただく値打

ちのあることと思います。きょうご提案いただいたものは、大変貴重なご提案と思っ

てありがたく拝聴させていただいて、今後またこの会で地域審議会の必要性、文章を

もちろん書くことにつながるわけですけども、その辺は法律でまた別の案もあるよう

ですから、その辺も含めて総合的に議論していただいてはいかがかというふうに思っ

ております。 

  それから、駅前の話はこれは鶴岡だけではないのでないかなと思いますけども、確

かにおっしゃるとおり新幹線の構想といえばもっと大々的な土地利用の考え方で取り

組まねばならないと思われますが、仮に鶴岡の場合で申し上げますと、そこまでとっ

てもいかないです。駅前再開発というのは、再開発事業に鶴岡の場合はとどまるわけ。

ただ、あそこもしかすると、全くもしかするとですけども、ジャスコが引き上げたり

すると、ネズミが巣をつくる建物になっても困るというような感覚で、その辺はどう

活用するかと。商業もあまり売上増を期待するような環境にもないしという、そうい

うことで市自体として一つの大きなテーマとして抱えているもんですから、そこら辺

を書いたんだろうと思いますし、あとそのほかにここで言えば藤島さん、その駅前な

んかもちょっとお米の倉庫をここに書いてあるところを見ますと、その辺の構想も、

これは藤島さんの基本構想の中にそういう項目があって、漏らさないで書かねばなら

ないかなというふうなことで書いたのではないかと思いますので、そこはひとつこれ

から具体的な案についてどういうことになるか、その辺を含めてちょっと時間の推移

を見ていただきたいと思いますが、大変僣越ですが、会長から補足した答弁を申し上

げます。何かそれについてご意見あれば、どうぞ。 

 

〇大滝助太郎委員 今ご答弁いただいたわけですが、最初の中央拠点の関係については、

私は別に南部で全部これやれということでなくて、この建設計画というのは１０年を

見越した計画の案でございますので、その中でこの南部の協議会というのはやっぱり

庄内の中心的な中核の役割を果たすということですので、そうした広域的な役割の中

でこの南部地区からそういう声を出していただいて、その実現に向けて頑張ってもら

いたいということを含めての提案ですので、それはひとつご理解を賜りたいと思いま

す。 

  それから、２番目のコミュニティビジネスですけども、これは例えばということで

地域審議会を言ったので、私はできればあまり片仮名で、さっきからいろいろ言って

いるけれども、しかもこれを説明するのにもまた片仮名が出ているということは、こ
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れは日本語がちゃんと立派なものがあるので、特にここは城下町で歴史があるわけだ

から、そんなに安易に片仮名を並べて満足するようなことでなくて、やはり今まで我々

が使っている言葉を出して、平ったく、すぐわかるような言葉にしていただきたいと

いうことで、例えば別の言葉で言えばこういう言葉もいいのでないかということです

ので、まず地域審議会がここでは適当でないとすれば、これを片仮名でなく別の言葉

で、漢字、平仮名を入れて私は表していただきたいというふうなことです。 

  それから、３番目の駅前の関係については、私もこれ具体的にどこかということ、

会長さんの話でもまだこれ駅というのは鶴岡駅でなくていろいろ駅があるから、それ

をみんな指しているとすれば、これはまた別ですけれども、私は鶴岡市の駅前かなと

思ったもんだから、大々的に開発するということになると、やっぱり駅というのはお

客様とのかかわりなもんですから、施設を新しくしたからほかのお客さんが駅に来る

かというと、そんなことはないと思いますので、これはまず駅を利用する人をいかに

増やすかということが根本でございますので、やっぱり新幹線をいかに早く持ってく

るかということに私は力を入れるべきだと思います。そういうことで、現在西線と羽

越線があるわけでございますが、この辺についても同時に２本一緒につくってくれな

んていうのは、これは庄内全体から見るとあまりプラスにならないようですので、そ

の辺の調整も踏まえて周辺の建物なりを整備するのでなくて、駅をにぎわしくするた

めの手段というものをやっぱり私は考えてもらいたい思っております。 

 

〇富塚陽一会長 新幹線のことは、新幹線で取り上げておられると思います。いろいろ

ご所見ありがとうございました。 

  ただ、１点だけちょっとお断り申し上げておいて、怒られるかもしれないけども、

コミュニティビジネスというのは今の住民に対するコミュニティのいろんなニーズに

対応してお応えする一企業体のパターンということで、国の制度上そういうコミュニ

ティビジネスに対する何とか制度とかいうのが出ることもあると思いますので、それ

にひょうそくを合わせる意味でやっぱりその言葉は使わねばならなくなることがある

と思いますから、それはあらかじめいろんな国の制度を活用するということとか、そ

れからそういうコミュニティビジネスを前提としたいろんなプロジェクトも全国的に

始まっているというケースもあり得ると思いますので、それの比較検討とかいう場合

にはちょっとやっぱり日本語で訳して、これまた何だというのも煩わしい場合がある

と思いますから、それはその限りでコミュニティビジネスという言葉は今後とも使わ

せていただくようにひとつこれはご理解をいただきたい。このごろはやりなようです。

私もやっと覚えたばっかりで、知ったかぶりして悪いですけども、それはちょっとや

っぱり使わねばならないこともあると思っていますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

  地域審議会は地域審議会で、先ほど申し上げましたとおり、十分議論させていただ

きたいと思います。 

ありがとうございました。なお、今後ともよろしくお願いいたします。 

  どうぞ、ほかに。 

 

〇須藤栄弘委員 ナンバー６の新市における県事業の推進ということで説明あったわけ
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です。県との調整が必要だということの説明でしたけども、各市町村とも多岐にわた

る県に限らず国等に要望する事項が多いんだろうと思います。そんな中で、この調整

というのはどのような考え方を持って調整していくのかをお聞きいたしたいと思いま

す。従来的な要望の羅列になるのか、あるいは取捨選択をしていくのか、あるいはま

た合併効果によりまして、いわゆる県事業の優先的な採択にもつながるようになるの

か、その調整における考え方について１点お聞きをいたしたいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 事務局、どうぞ。 

 

〇斎藤雅文事務局調査計画主幹 県事業の推進につきましては、庄内南部で合併し一体

となって発展するためのそういった内容について、当然山形県のほうに農山漁村とか

道路の関係ですとか、いろいろ要望しておるわけですけれども、その中で特にこうい

った事業についてはというところを踏まえまして、今後進めてまいりたいというとこ

ろでございまして、具体的な事業につきましては県とこれから十分な協議を行いまし

て、内容について吟味をさせていただきながら、皆さんに３月末ころになるかと思い

ますけれども、ご提案というか、県との協議についてはこういうふうな形で進めてお

りますというようなことでお示ししたいと思っております。 

 

〇富塚陽一会長 今のところの答弁はそんなこと。特に須藤さん、気になることあった

ら、どうぞ具体的におっしゃってください、何かあれば。いいですか。ちょっと時間

を貸していただきたいという趣旨と思いますので、しばらくよろしくお願いします。 

  どうぞ、ほかに。 

 

〇佐藤甚一郎委員 今この建設計画の様々な文章表現の中で、それなりにしっかりとし

た文章表現がされているわけでありますけれども、しかしやっぱり今の世相を反映し

た今回の合併という、そういうものからはどうしたって逃れられない、そういう気分

の中でこういう計画が文章化もされると、こんなふうに理解します。 

  しかしながら、やっぱり私どものこの地域は、もっともっと力強いものを持ってい

るはずだと、もっと大きなエネルギーを持っているはずだと、そういう観点に立った

様々な文章表現というものがあっていいのでないかと。これは、先ほど言いましたよ

うなそういう背景の中で、季節的にも日本海の一番悪い季節のあたりで文章がまとめ

られたと、こういうこともあるかもしれませんが、これから春になってまいりますか

ら、今度は少し躍動のあるそうした季節を迎えますから、やっぱりもう少しいくら行

政の文章であっても躍動感のある、力強い、そういう文章表現というものも必要では

ないのかと。どこをどうしろということではありません。基本的なことの中で、そう

いうものを希望したいと、こう考えます。 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございました。 

もうちょっと元気の出るような文章をというご趣旨はごもっともですが、事務局が

答えることでもないかな。何かありますか。 
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〇石塚治人事務局総務課長 なかなかつたない文章で申しわけございません。とにかく

頑張ります。 

 

〇富塚陽一会長 言った以上は、ちゃんとしなければならないぞ。 

  どうもありがとうございました。 

  どうぞ、ほかにありましたら。 

 

〇富塚陽一会長 なければ、またきょうここで締めるわけでも毛頭ありませんので、さ

らにお読みいただいて、お気づきの点は次回にまた何なりとご発言いただくというこ

とでお願い申し上げ、また足らないところはこれからおいおい追加して、今月中には

一応原案としては完成させるという方針で作業してもらっているようですので、それ

を含意の上なお今後ともこの内容につきまして十分ご協議をいただきたいと思います。 

  きょうは大変いろいろな角度から建設的なご意見をいただきましてありがたく、こ

れはこれできょうの議題としては一通り終了させていただいてよろしゅうございます

か。 

 

  （「はい。」という声あり） 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございます。 

 

（２）専門小委員会の協議状況について 

〇富塚陽一会長 次に、（２）に入ります。前回報告のなかった最後の専門小委員会で

すが、資料をお手元にお配りしてありますので、どうぞ。 

  じゃ、事務局、説明してください。 

 

〇斎藤雅文事務局調査計画主幹 第二小委員会の重要事務事業調整の協議状況について

ご報告いたします。 

  第二小委員会では、住民生活部会、健康福祉部会、教育部会の３部会の１０８の事

務事業と一部事務組合及び第三セクターの所管部門について協議を進めましたけれど

も、事務事業数が多かったことと、内容が住民の皆さんと直接関連するものがほとん

どでありましたので、１月２７日から２月２７日までに単独に開催いたしました３回

も含め、６回の調整協議を行っております。 

  協議状況といたしまして、後ほどご説明いたしますけれども、教育部会の管理・学

校教育分科会が所管いたします新入学ランドセル贈呈事業について、二つの意見に分

かれた事務事業ということで、これを除きまして調整内容案のとおり了承をいただい

ております。 

  個々の事務事業の調整課題及び調整内容案については、配付資料のとおりでござい

ますので、専門小委員会で出されました主な意見の概要についてご報告いたします。

初めに、住民生活部会ですが、２ページから６ページまで、番号が０２２－００２か

ら０１６まで、これらはすべて自治組織に関連する内容でございます。これにつきま

しては、２ページのところにまとめて記載させていただいておりますけれども、実態
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を綿密に調査し、状況把握しながら、歴史ある地域、景観も踏まえまして、慎重に時

間をかけて調整すべきというふうなご意見をいただいております。 

  それから、ちょっと飛びまして１５ページ、番号が２００２都市計画税の課税区域、

こちらの事務事業では課税区域の設定に当たっては地域住民の合意を基に進めていた

だきたいと。 

  それから、１７ページ、出産育児一時金・葬祭費支給事務につきましては、少子化

の傾向にあることから、出産育児一時金について高いほう、こちらですと３５万なん

ですけども、こちらのほうに統一ならないのかというふうなご意見をいただいており

ます。 

  それから、福祉医療に関します単独事業の関係では、ぜひサービスの低下にならな

いよう要望するというご意見をいただいております。 

  それから、１８ページのところの家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業につきま

してですけれども、公共下水道、農業集落排水というような整備事業が進んでおるわ

けですが、整備の困難なところにおいて不公平感が生じないように新市において新し

い方向性を示していただきたいというご意見を頂だいしております。 

  それから、その下のごみ収集事業の中でごみステーションの設置補助についてござ

いますけれども、これにつきましては廃止という方向性を出しておるわけですけれど

も、行政の考え方を明確にすべきであるというご意見を頂だいしております。 

  それから、２１ページですけれども、消防団組織体制維持管理につきまして、自主

防災組織の体制強化ですとか、新しい消防団についての指揮命令系統を明確にすべき

である。それから、常備消防との関係も含め将来的な体制も検討すべきであるという

ご意見を頂だいしております。 

  ２３ページから健康福祉部会となりますけれども、３３ページをお願いしたいと思

います。下のところに福祉分科会の事務事業調整の考え方に対する全体的なご意見と

いうことで、今後の福祉施策の方向は現金、現物給付ではなくサービス提供を中心に

整備を図り、その提供基盤整備を進めることとしており、その方向は理解するが、そ

のサービスを住民が等しく受けられることを基本に施策を進めていくべきだというこ

とで、福祉施策全般に対してのご意見を頂だいしております。 

  それから、３７ページをお願いいたしたいと思います。番号が０２９、保育料でご

ざいます。保育料につきまして、少子化対策、子育て支援ということで、慎重な調整

を望むと。また、新市としての政策的な判断も必要であることから、これについては

大きな問題であると。それから、これからの保育行政については民営というものを強

力に前面に押し出しながら進めることが大きな方向ではないのかというふうなご意見

をいただいております。 

  それから、３８ページ、誕生祝金ですけれども、こちらにつきましても少子化対策

の一つの政策的に行ってきたものであるということで、慎重な検討をということで頂

だいしております。 

  それから、３９ページの新入学児童ランドセル贈呈事業でございますけれども、調

整案に対しまして児童に平等に同じ物を贈呈する教育的意義と歴史のある良い制度と

考えると。経費負担の視点のみから単に廃止という案ではいかがなものかというふう

に調整案に対してご意見をいただいております。それに対しまして、扶助的な制度は
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別にあり、限りある財源の中で別の教育分野に予算を差し向けるべきではないかとい

うご意見を頂だいいたしております。 

  続きまして、４３ページをお願いいたします。学校支援職員配置・派遣関係業務で

ございますけれども、こちらでは複式学級が増える状況にあって支援職員体制は重要

であり、必要な配置を確保することが望まれるというふうなことですとか、独自の施

策が消えてしまわないよう最大限配慮しての検討が必要であるというご意見をいただ

いております。 

  同じく、その下の給食の状況でございますけれども、これにつきましては食教育の

推進の観点から町村における特色ある栄養指導・教育が調整により後退することない

よう、またあと県費職員の配置継続ということについてもご意見を頂だいしておりま

す。 

  続きまして、４４ページの地域社会教育活動振興でございます。こちらにつきまし

てですけれども、生涯学習への住民要望が多様化する中、広域にわたる情報を提供し、

住民が様々な機会に参加できるよう、その振興については強化をしてほしいと。 

  それから、４５ページでございますけれども、自治公民館等、こちらの内容につき

ましては自治公民館への支援というような内容でございますけれども、この中で自治

公民館の建設事業に対する補助につきまして、今後も一定の支援が必要であるという

ふうな意見をいただいております。 

  それから、最後になります。４７ページをお願いいたします。体育施設使用料とい

うことで、関連することでございますけれども、住民の方が身近な施設で施設利用の

申し込みや予約状況の確認が一度にできるような体制、システムづくりを検討してい

ただきたいというようなご意見をいただいております。 

  以上が第二小委員会での協議状況報告でございます。 

 

〇富塚陽一会長 ご苦労様です。これの取り扱いは、結局専門小委員会報告はあと委員

会としては審議完結ですね、そういうことですか。あとは、協議会に全部協議をお願

いするということですね。 

  大変膨大な作業を事務局に担当してもらい、かつ各専門小委員会でも相当細部にわ

たるご討議をいただきまして、誠にありがとうございました。それぞれ現段階で調整

した一つの試案、試み案でありますけれども、いろいろな具体的な注文を含めて資料

としてまとめてもらっています。これから回を重ねて少し中身について議論をして注

文もいただきたいと思いますが、どうぞ、何なりとご発言をお願いいたします。 

 

〇佐藤甚一郎委員 三つの専門小委員会の協議状況はほぼ終了したと、こういうことに

なっているわけですが、実はこのメンバーの中に約半数近くの議会議員がいるわけで

す。議会は、それぞれの市町村で特別委員会なり、あるいはそれに関する全員協議会

などもあったりするものですから、こうした協議状況を一応報告はすると。しかし、

やっぱり各市町村でも具体的なこういう項目について、さっぱり私どもが口を出すこ

とが全くないのでないかと、こういうことになっています。というのは、特別委員会

なりではそれぞれその町の持っている特質、特にそうでありますけれども、それから

様々な問題について私どもにもやっぱり意見があるんだと。私どもの意見は、一体ど
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こで誰が吸い上げてどうするんだと、こういうことが今あります。今度はこの法定協

の委員としてはどういう構えで、そうした市町村の特別委員会の意見をどのように吸

い上げたらいいのか。また、その吸い上げたものを今度はどこで協議されるのかと。

これで一件落着、あと皆さんいいですよというふうになかなか今いかない、そういう

状況になります。それは、合併に賛成するとか賛成しないとかという、そういう方々、

もちろんその声はそっちのほうが高いわけですが、のみならず法定協議会に参加をし、

合併を目指すという、そういう議員の方々も今そういうような考えでいるものですか

ら、これらはどう扱ったらいいのか、皆様方からご意見をお聞きしたいと思うんです

が。 

 

〇富塚陽一会長 ただ今副会長さんでもあられる温海の議長さんからのご発言です。何

かこれに関連してご発言ありませんでしょうか。 

 

〇大滝助太郎委員 今回で一から三までの小委員会の一応まとめということになったわ

けでございますけども、私どももそれぞれの市町村議会ですけども、それについてま

だ意見を聞くという機会ありませんでしたので、きょうのところはここで決まったと

いうことでなくて、一度各市町村に持ち帰って検討していただくというふうな経過を

いただければありがたいというふうに思います。 

 

〇富塚陽一会長 これ、きょうここで正式に各専門小委員会の検討を経て提案したので

すので、それぞれ市町村あるいは市町村議会で当然ご議論の対象にしていただくこと

を含意として提案申し上げていますので、どうぞそのようにしていただければと思い

ます。 

  佐藤議長さんはそれでうまくないですか。 

 

〇佐藤甚一郎委員 いいえ、それで大変うまいのです。そんなにこれ１６３項目全部に

わたって特別委員会でやれるはずもありませんし、またそれを説明するスタッフもあ

るいは不足するかもしれないというのあります。ただ、その町村、町村でやっぱり政

策的に特殊なもの、あるいは議会の了承を得て長年続けてきたそういう政策、そうし

たものがたくさんあるわけでありますから、それを一体どうするのかという、そんな

にたくさんの項目ではないと思うんですが、それらをこれから十分こうした合併協議

会の中でも吸い上げる体制を持ってもらいたいと、こういうお願いであります。 

 

〇富塚陽一会長 わかりました。朝日の村長さん、今のにご意見ちょっとどうぞ。 

 

〇佐藤征勝委員 ありがとうございます。 

  今いろいろお話なっておりますけれども、本当に第一から第三までの小委員会、部

会、分科会と数限りない協議を重ねながら、２，５２１項目ですか、それぞれ調整さ

れたものだというふうに思いますし、大変それぞれの方々にご苦労をおかけしたなと

いうふうに思うわけでございますけれども、その中ででございますが、今いろいろお

話なされておりますように、七つの市町村が一緒になるということになりますと、地
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理、地形あるいは環境、住民生活、それぞれ違う形の中で差異があるわけでございま

して、それの調整でございますので、大変ご苦労されるわけでありますし、今お話あ

りますようにこれからもまだ継続して協議を重ねなければならない、そういうものも

出てくるのかなというふうに思いますが、その中でまず１点お聞きしておきたいとい

うふうに思うことと、ご提案も含めてさせていただきたいと思うんですが、いわゆる

調整する時期の振分けということで、一つが合併まで、二つが経過措置、三つが当面

従来どおりと、こういう形で振分けをしていただいたわけでございますので、この経

過措置についてでございますが、例えばこれを見させていただきますと、先ほど話あ

りましたように、それぞれの町村で長い歴史あるいは特殊、特徴的な施策、事業とい

うものがあるわけでございますが、そういう中で３年以内あるいは５年以内というよ

うなことで、経過措置をもって調整するというふうになっておるわけでありますけれ

ども、先ほど申し上げましたように、それぞれの市町村の差異が大きくあるのが、今

回の第二小委員会では特に住民生活や、それから福祉、それから教育ということで、

住民生活に非常に密着したものが多いわけでございまして、私のほうの一つ例を取り

ますと、スクールバスの運行についてのいわゆる送迎の距離、そんなことを考えまし

た場合に、当然これは教育上はスクールバスに乗せることだけが決していいものでは

ないというのは重々わかりながらでございますけれども、昔であれば、子供さんがい

っぱいいたときであれば、一集落から何人もいまして、学校に通学するのにもいろい

ろお互いに助け合ったり協力し合ったり、そして通学するということは大変教育上も

貴重な、重要なことだったわけでありますけれども、今なかなか集落から１人とかあ

るいは２人とかと、そういうような少子化の中で大変な状況ありますものですから、

まして我々の村は集落が散在しておりますので、若干距離が長くなっている部分ある

のではないだろうかというふうに思いますが、それらを一つ見ましても、例えば３年

以内にあるいは５年以内にというふうな経過措置の中で、必ずしもどこかに合わせる

ということでなくて、その中で調整をしながら３年以内に、５年以内にまた新たな受

け止め方ということも生まれてくる可能性があるのかどうかということをひとつ含め

てお聞きしておきたいというふうに思った次第であります。 

  それからもう一点は、先ほどの新市の計画との大きな絡みが出てくると思いますけ

れども、これも今申し上げましたそれぞれの自治体で持っている特徴的な施策あるい

は事業、そういうものも小規模の自治体であればこそできる、そういうものがあるの

ではないだろうかと思っております。本来この少子高齢化対策の中での子育て支援

等々につきましてなんかは、この辺はやっぱり国策とか大きいところでやるべきもの

なんだろうなというふうに思うわけでありますが、我々小さな村でも可能な限りのと

いうことでやっているわけでございますけれども、それもやはり７市町村の中では財

政負担が大きく伴うというようなことで、経過措置の中に含まれているものなんかも

それぞれあるわけでございますが、それはそれとして仕方ないなというふうに思うわ

けでございますけれども、これからの新しい時代での重要な今申し上げました子育て

支援、少子高齢化対策、そういうものにつきましては小規模自治体でできたことが例

えば少なくなる、あるいはなくなるにしましても、今度は大きな自治体としてこそで

きる重要な子育て支援とか少子高齢化対策とか、そういうようなものが具体的にこれ

から新市の計画の中で現れてくるものであろうと思いますし、ぜひ現れてほしいとい
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うふうに思うわけであります。先ほどそれぞれ７市町村の振興計画を基本にするとい

うことは当然だとは思いますけれども、そればかりでなくして大きくなることによっ

て、いわゆる行財政基盤の確立が図られることによって、将来的に重要なこの対策と

してできるものをやっぱり新市計画の中に盛り込んでいただきたいというのが私のお

願いでございまして、その辺の２点の考え方をお聞きできれば大変ありがたいと思い

ます。 

  以上です。 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございます。 

  あとほかにございませんでしょうか。大変今後の調整に対する基本的な姿勢に絡む

問題提起のご議論をいただいておるわけですが、何かありませんか。 

 

〇佐藤正明委員 温海ですけれども、自分のところということでの発言ということで、

大変恐縮しなければならないかなという思いもあって、少し遠慮させていただいた部

分もあるわけでありますけども、しかしながら、先ほど新市建設計画の中で、特に４

番目の新市の基本目標の中の大層を占めることでの我が町の状況というようなことを

考えますと、これからの２１世紀の７市町村が一緒になった、そしてこれから歩もう

とする基本的な考え方というのは、やはり集落コミュニティではないかなと思ってお

りますし、ぜひそうしたいなと思っております。 

  そうした際に、ページで言いますと４５ページの一番最後の自治公民館等とあるわ

けでありますけれども、それぞれに多分我が町のみが現在２９集落、来年度から２８

集落になるわけでありますけども、それぞれに集会所、集会施設があって地域コミュ

ニティの基点としてそれぞれに自治会を形成しているわけでありまして、こういった

点では他の市町村とは違ったこれまでの地域のあり方ではないかなと思っております。

したがって、地域にもただ今申し上げましたように、随分これまで補助事業等々を活

用しながら、他から見れば分不相応とも取られるような、地域ではそれぞれ十二分に

使っているわけでありますけれども、今後心配されているのは私も議会で随分答弁し

ているわけでありますけども、その維持、修理という部分では非常にそれぞれの集落

の皆さんが心配されているところでございますので、どうかここにあえて建設事業に

対する補助ということもあるわけでありますけども、ここに修理あるいは修繕という

字句もはっきりと入れておいてほしいなと思っておりますので、どうぞ事務局サイド

で結構でございますので、ご検討いただきたいなと思うところでございます。 

  以上です。 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございます。 

  事務局は何か答弁しますか。例えば今の温海の町長さんのご意見はわかったね。 

 

〇佐藤智志事務局次長 それでは、実務的なお答えさせてもらいますけども、最初に朝

日の村長さんからお話ございました調整の問題ですけども、今までもお話ございまし

たとおり、これは今後ともこの調整事項については協議をしていくということでござ

いますし、それから温海議長さんからお話ありましたとおり、各市町村議会でのご意
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見もあるということでありますし、また私どもも今後住民の皆さんに対する説明会を

控えておるということもございます。それぞれもろもろの場におけるそのご意見等を

踏まえまして、必要な修正を加えていくということになろうかと思いますので、今後

ともいろいろご意見をいただいて、修正すべきものは修正するということで、この場

でまたご検討いただいて、最終的な取りまとめをもう少し時間をかけてやっていきた

いというふうに考えているものでございます。 

  それから、ただ今の後段の朝日村長さんと、それから温海の町長さんのご意見、私

どももそのように認識をしながらこれからまた勉強をしていきたいと思いますけども、

この調整もこれまでも申し上げているわけでありますけども、無理やり全部統合する

ということではなくて、お話のとおりそれぞれの市町村がはぐくんできた特色のある

施策があるわけでありますけども、それらは基本的には尊重すべきものだろうと思っ

ております。ただ、一面新市としての一体性でありますとか、均衡でありますとか、

そういった問題もありますので、それらをにらみながら今後新市においていろいろま

た合併協議において検討させていただきたいと思いますし、ただ今ご指摘いただいた

点につきましてはそのような方向で少しできるものは見直しをしながら、新市の建設

計画等も補強をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 

〇富塚陽一会長 事務局、一応こういう答弁をして努力をするということでありますが、

ただ今の朝日の村長さん、それに温海の町長さん、これは管内の市町村長等しく共通

している悩みを反映したご発言と私も承りまして、というのは目下財政事情が非常に

逼迫している環境の中で、現在の福祉サービスをキープしていけるかという、非常に

そういう危機感というか、そういう逼迫した状況に置かれております。それは何とか

してやりたいというお気持ちだろうと思いますが、そういうことも含めて、しかしす

べて今のままいけるかということについては非常に不安があるので、合併という手段

を講じながら財政的な余裕を見いだしつつ、可能な限りやれるかどうかを検討すると

いうところに踏み込んでいるわけでして、合併したからサービスが低下するというこ

とがあってはやっぱり耐えられないという心情を吐露されたものと思って私も全く同

感であるし、それはそれなりに責任者としての敬意を表すべきご発言と思います。 

  ただ、現実は１００％とてもそれはできないような感じがするというのは、仮に合

併しなくても単独であったら一層このサービスができなくなるのではないかというこ

とは、第三まで分かれている小委員会の報告でご理解いただけたのでないかなと思い

ますが、そこでご発言はただ切るというだけではない、時間が来ればどこかにひょう

そくを合わせるというだけではたまらないのではないか。そこに新しい時代の一つの

先駆的な明るい課題をもう一回表面に出して、施策を再構成して前向きに組んでいく

という可能性を徹底して追及すべきだと、こういうふうに私は受け止めたのですが、

いいでしょうか、それで。 

 

〇佐藤征勝委員 はい、どうもありがとうございます。 

  今お話ありましたように、事務局からもありましたように、新市の一体性あるいは

均衡性、このことは誠に重要なことだと思いますので、今までしてきたものを全部し
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なければならないとか、そんなことは決して申し上げるつもりもございません。ただ、

調整の関係は、取り方によってはただ先送りしているのではないかというご批判がこ

れあると思うんです。決して私は先送りしているのではないというふうに思っていま

すけども、なおその中には調整の中に猶予を持った調整のあり方がやはり本当の調整

なんだろうなということを申し上げたかったわけであります。 

  それからもう一つ、後段の部分でございますが、小さな自治体でできたこと、これ

はいいことなわけでありますが、これを７市町村に合わせると、じゃ財政の問題なん

かでできるかできないかということで、これもできないものがたくさん出てくるわけ

でございますので、そのこともある意味では仕方ないと。しかしながら、大きくなる

ことによってできるもの、これは小さいところではできなくて大きくなることによっ

てできること、これは当然今の合併特例法の中でもいわゆる特例債の活用、あるいは

財政の優遇措置あるわけでございますので、当然我々の自治体、依存財源を十分に活

用しなければならないわけでございますし、当初から合併の期限を決めたのが１７年

の３月というのは、これは特例法の期限内ということは、この優遇措置を有効に活用

していくんだということが大きな考え方に、骨子にあったのではないかと。そうしま

すと、当然後年度負担出るものはいっぱいあるわけでございますので、限度はあると

思いますけれども、やはり小さい自治体ではできなかったこと、これが大きい自治体

によって将来に向けた重要な課題を具体的に施策として出していただければ大変あり

がたいと、こんなことをまずご希望申し上げた次第でございます。 

  よろしくお願いします。 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございました。 

  大変私もきょうは建設的なご意見と思って謹んで承りましたけど、皆さん、いかが

でしょうか。ただ単に整理するだけでなくて、新しいものを生み出していく、地域性

も考慮に入れてつくっていくという姿勢で常にこの調整についても取り組む姿勢はそ

ういうふうにしてもらいたいというご要望とお聞きしましたけども、何かご意見ござ

いますでしょうか。現実には本当に厳しい選択だし、そのためにどういう方法がいい

かというのは、ちょっとした時間で頭ひねっても出てこないだろうと思いますし、実

態調査したり、実際に住民のご意向をアンケートで聞いたり、様々な手段、方法を通

じて調査を重ねて得られる結論、そういうケースが極めて多いのでないかなと思いま

すので、やっぱり３年か５年かかりますね、調整するまでは。まずその辺はただ黙っ

ていないで、時間来れば一つにまとめるというような、いたずらに時間を経過するこ

とのないようというご注意でしょうから、それは大変重要なご指摘と思いますし、役

所には大変苦労かけるけども、そのための調査費ぐらい組まねばならないのでないか。

組んだ上で調査して、いい施策になるようにせいぜい私どもも頑張らねばならないと

思っていますが、これはしかし合併した後にもかけて調査しなければとっても、あと

１７年３月まで全部きれいに新しい方法というのは無理だと思いますから、やっぱり

経過期間はそういう意味で置いたということでご理解いただくことでどうですか。 

 

〇佐藤正明委員 ただ今の村長さんの考え方、そして会長さんの考え方というのは、私

は極めて重要だと思います。 
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  したがって、まず７市町村が一緒になるということ、これは基本的には極めてこう

いう状況下の中で、ややもすれば国からの押しつけあるいは財政ということが先行す

る形になって、捉えられる場面もあるわけですけども、しかしながらこの南庄内をど

うつくるかという大局的な、そして将来の子供たちのステージということを考えなが

ら、やっぱりこれからは基本計画を中心にして進む、この協議会が一つの目標を持ち

ながらそういう将来見通し、次の世代にどう渡すかという、そういうことに視点を置

いた協議会であってほしいなと。そして、そういうご意見を多くの皆さん方から頂だ

いしながら、より良い合併ということに向かっていきたいなと私自身も思っています。

どうかそのような方向でお願いしたいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございました。 

  そんな基本的な姿勢は姿勢としてきょう大方ご賛同得られるいいご意見だなと思い

ますので、どうぞそういう線でご了承いただきたいと思いますが、よろしゅうござい

ますでしょうか。 

 

  （「はい。」という声あり） 

 

〇富塚陽一会長 そんな姿勢を持ちながら事務局としても頑張っていくということで、

あと具体的にはどうぞきょう出しました第二小委員会、第一、第三のものもあります

ので、きょうに限らずまたこれからも随時ご発言いただいて、注文をつけていただき

たい。ただ、実際問題としてこれ財政問題もあるものですから、その線に沿って努力

はしますけども、１００％といかない場合もありますが、その辺でさらに今先ほどか

ら出ているように新しい時代に向く考え方の中でどう円満に適正に収れんしていくか

というところになるケースも少なくないだろうと思いますが、どうぞよろしくお願い

を申し上げます。 

  なお、どうぞこれからもご意見出していただきたいと思います。元気のある方針と

いうのは、そういう意味でもありますね、副会長さん。事務局もそういう姿勢でこれ

からどういう展開か、調整するにしても、もし調整する落ちどころというか、目標み

たいなものが少しつかめたら、それも書けたら書いてご意見を聞いたほういいかもし

れません。どうぞ頑張ってください。 

  そんなところで、大体１時間半経過しましたので、あと一つ残っていますから、こ

の専門小委員会の調整項目のご協議は一応きょうのところは終わらせていただいてよ

ろしゅうございますか。 

 

  （「はい。」という声あり） 

 

〇富塚陽一会長 ありがとうございます。 

 

（３）新市の名称について 

〇富塚陽一会長 それでは、次に新市の名称でありますが、前回大滝委員さんから庄内

市というご提案をいただいて、これはご意見として謹んでお受けいたしましたが、あ
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とほかに、どうぞ何なりとご意見をしばらくの間出していただいていいと思いますの

で、何でも結構ですからご発言いただきたいと思います。なければ、この次もします

ので、ためてください。 

 

〇齋藤 久委員 この名称については、今までも何度か議論してきましたけれども、今

鶴岡市と、それから具体的な固有名詞ということで庄内市が今度出てきましたけれど

も、私はその前にどうしても民意を反映させるなどの理由でやっぱり公募をする必要

があるというふうに思います。具体的な名称を挙げてどうのこうのよりも、まず公募

をするということを決めてほしいというふうに思います。その辺の議論がなかなか進

みませんので、決め方が決まらないというのは大変何か合併協議会としてはそれでい

いのかなと疑問に思いますので、その点を先に決めてほしいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 これは、公募はそれぞれの町村でやっていただくようにお願いしてお

ったのですが、協議会として公募をするということではなくて、それぞれのご意見の

あるところでそれぞれやっていただくのは大変貴重なことでございますので、ぜひや

っていただければありがたいと、こう申し上げておりましたが。 

 

〇齋藤 久委員 それぞれの七つの市町村が独自にやるのではなく、この合併協議会で

決めて同じ要領で公募をする方法がいいのだと私は思います。今までもいろいろ議論

あって、南庄内をどうするかと、合併を新たな気持ちで出発しなければならないこと

もありますし、将来へ向けて新たな夢を追う方法もある。また、反面今までの歴史だ

とか築き上げてきた伝統を無にすべきでないというご意見もあると思いますけれども、

最初まず公募をしてある固有名詞をそろえてから、それから具体的に何々市というこ

とで決めるのが私は一番いいのではないかと思いますけれども、最初に民意という形

でなぜ公募ができないのか、その辺をまずお聞きしたいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 その辺は、鶴岡の委員の方、どうぞ。 

 

〇本城昭一委員 公募をやっている合併協議会なんかも全国であるわけですから、公募

そのものを否定するわけではありません。ただ、この協議会として公募する公募の意

味をもう少し考えていただきたい。いわゆるアンケートなのか公募なのかによって物

すごく違うわけです。公募というのは、これはある程度拘束されるわけです。ですか

ら、そういう意味でこの協議会としてやるというのは問題だろうなと。鶴岡もずっと

申し述べてきましたように、１０万都市が名前を捨てて合併するならやめろというの

が市民の大多数の声です。ですから、鶴岡は公募いたしませんということを市長言っ

ているわけです。ですから、ほかがしかしもっと替わるものがあるというのであれば

公募をして、それをここのテーブルに乗せると。それ庄内市というのが出てきたわけ

ですから、鶴岡市というのが出てきたわけですから、そのほか公募すればもっと出て

くるかもしれません。それをテーブルに乗せて議論をして、１５万５，０００の新市

にふさわしい名前を決めていくと、これなら結構なのではないかなというふうに思い

ますし、私は鶴岡の議会の代表として鶴岡市は公募をする必要はないと、このように
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考えております。 

 

〇齋藤 久委員 今大きな自治体である鶴岡市と、申しわけありませんが、小さな自治

体の朝日村ということで、その人口規模は大小大きな差がありますけれども、この合

併は七つが対等な合併ということで、新設合併に決まりましたので、この名称につい

ても基本４項目の中で合併協議会で決めなければならない。その決め方をここで決め

られないというのはおかしいということで、人口規模が大きい小さいは全然私は関係

なく、同じ要領をつくって住民の意見を聞こうというその公募をやるべきだという主

張をしているのでありますので、あまり鶴岡市だとかどこそこ町だとかという意識は

しないほうがいいのではないかというふうな気持ちでおりますけども、ぜひ最初に公

募をして、今も出ましたけれども、いろんな名前が出てくるでしょうから、その名前

から声なき声も反映しながらこの合併協議会で、それじゃどういう固有名詞を選ぶか

ということを決めればいいと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

〇富塚陽一会長 ひとつこれは齋藤委員のご見解として承るほかないと思っております

が、そのようなことできょうはお聞きさせていただきます。 

  この協議会というのは、運営についてまたいろんなご意見あるかもしれませんけれ

ども、別に私は多数決で決めるのではなくて、お一人お一人の意見がこうだというこ

とを各構成団体の首長に報告はするつもりです、協議会としてこの件について協議す

るようにというご指示をいただいたわけですので。多数決だとむしろあいまいですの

で、この方はこの件についてはどうこうというようなことがもしご開陳いただければ、

そういうレベルでより丁寧に協議の状況についてご報告するのが会長の責務だという

ふうに思っていますので、ここで数がどうこうではありませんけども、多数決で決め

るということを私はするつもりはございませんので、そこはひとつご了承いただきた

いと思います。 

 

〇押井喜一委員 関連してですけども、私はやはり新市の名称については公募する必要

があるというふうに認識をしております。鶴岡市で悪ければ対案を出せと。いろいろ

対案出た場合に、じゃこれをどう決めるかということになれば、多数決で決めざるを

得ないというふうに思いますし、私たちは最初から鶴岡市という名称については全然

否定しているものではなくて、むしろ新しいまちの名称を市民の皆さんあるいは町民

からのいろんな考えの基で決めていくことに意義があるのではないかと、そういうふ

うに考えて申し述べているのであります。ですから、その辺のことも今の合併につい

ては主役は市民、町民でありますので、ぜひ実施していただきたいと。これ各町村独

自で公募とかいってもこれは意味がないというふうに思います。ですから、構成する

合併協議会の意思として公募を行いながら、その中で考えられる新市の名称をいくつ

か選んでいきながら、そこで全体で検討すればどうなのかということを申し述べてい

るのでありまして、鶴岡市という名称を否定するものでもありませんし、みんなで決

めた名称については本当に誇りに思うことだろうというふうに思います。 

  今までの鶴岡市の考え方を聞いていますと、あまりにも１０万人都市というような

ことが前面に出すぎている。この名称でなければ合併しないというのは相当飛躍した
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考え方というか、私たちの町村段階では非常に我慢できない部分であります。ですか

ら、もう少しお互いに価値のある名称というものを決めていく必要があるのではない

かということでありますので、関連しましたので、発言させていただきました。 

 

〇富塚陽一会長 これも、前からそのようなご趣旨のご発言として理解はさせていただ

いております。 

 

〇菅原 元委員 櫛引町でもこれまで地区座談会あるいは関係団体との話し合いでも、

やはり新市の名称につきましては公募でやるべきだということで話し合ってまいりま

したし、ぜひこの協議会でそのようにしてほしいなというふうに思います。 

  会長さんが常々対案という話ありますけども、個人的には対案も持っていますけど

も、それを言う前にやはり公募で何とかこの新市の名称は決めるんだという、そうい

うことでしていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

 

〇山口 猛委員 今までのご意見に私も賛成ですが、鶴岡市の１６年１月の市長さんの

あいさつで、「私は鶴岡市以外はあり得ないと考え臨んでまいるとともに、協議会の

会長としては今後の動向にもよりますが、なお同様の意見の開陳を繰り返すことにな

りそうなときは議題に取り上げることを避け、結局は最終的に市町村長で議案をまと

めるときまで持ち越すことも念頭に入れて協議会を運営していく考えであります。」

と、これについて富塚会長さんの見解を１回目伺いたいと思います。 

 

〇富塚陽一会長 鶴岡市長としては考えは変わっておりません。 

  それで、あと私も会長の立場では何もニュートラルのつもりですけども、結果的に

協議会としては賛否を多数決で決めるべきものと思っておりませんので、本件につい

ては議会に提案する議案を作成する市町村長で事柄については最終的には決めること

になるわけですが、まずは協議会の会の運営としては私も能力不足で大変申しわけな

いということを添えながらも、まとまらないものはまとまらなかったという報告をす

る以外にないというふうに私は思っております。その上でどう判断されるかというこ

とは、その時点での判断ではないかと思いますので、そのようにお願いをしたいもの

だと、私はそうずっと思ってきましたので。 

 

〇山口 猛委員 前にも鶴岡の榎本議長さんもお話になっておりましたが、ここに委員

の皆さんの中で学識経験の委員の皆さん大勢いるわけですが、この新市の名称につい

ては私の記憶では大方の委員の皆さんが公募でやってほしいと、中には鶴岡市でいい

という委員の方もあったわけですが、大方は公募という意見が多かったわけです。 

そこで、先ほど藤島の齋藤議長さんも言っておられましたが、この協議会でこの名

称を決めなければ私はだめだと思います。その決められない理由はどこにあるんでし

ょうか。私は疑問に思います。そして、やはり合併する地域の住民が唯一この合併協

議会に参画されるのは名称だけなんです。あとは、法定協と各議会の関係が主なわけ

ですので、ぜひこれは公募をして何点か出ると思いますが、それで結果として鶴岡市

になるのであれば、それはそれで住民も法定協の委員の皆さんも認めることだと思い
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ますので、鶴岡市以外はあり得ないということは私はちょっとこの法定協の会議の持

ち方としてはいかがなものかというふうに考えておりますので、ぜひこれからでもま

だ私は遅くないと思いますので、公募をして決定していただくようにお取り計らいを

お願いいたしたいと思います。 

 

〇榎本政規委員 私、公募に対して反論するわけでありませんが、先ほど鶴岡の１０万

に対して横暴というようなことかもしれませんけれども、私ども鶴岡市議会の大方の

議員は、鶴岡市の市民の民意としては公募でなくて鶴岡でお願いしたいということを

受けて鶴岡市議会が鶴岡でお願いしたいと言っているのであって、じゃ今さら鶴岡市

が公募に参加しろと言われても、鶴岡市民の民意を受けた鶴岡市議会としては改めて

公募に賛意を表し、公募をするという考えは議会としては持ち得ないということです。 

  １０万を振りかざしてと言われますけれども、１０万いるということはこれは事実

なわけです。その１０万すべてがじゃ鶴岡でいいかと言われれば、そこまでは私ども

も責任は負えませんから、少なくとも２８人の議員の中の多くの議員は自らの後援会

なり、自らの住んでいる地域なりでいろんな合併に対する話し合いの中で、鶴岡市で

お願いしたいというその民意を受けて鶴岡市議会が鶴岡市と言ったことに対して私は

偽りないことじゃないかなと思います。そういう意味で、公募に関しては私は否定す

るものではありませんけども、鶴岡はしませんので、先ほど会長さん言われたとおり、

各々の議会が、各々の町村が責任を持ってやっていただければそれはそれでいいんじ

ゃないかと私は思うんです。鶴岡が参加しなければ意味がないということに対して、

私どもはいや、鶴岡はそういうことなんで、今さら公募をする必要ありませんという

ような形で述べているわけです。鶴岡でお願いしたいとは言っていますけど、鶴岡あ

りきではありません。代案が出てくれば、それはテーブルの中で話をすればいいこと

であって、鶴岡でなければ絶対だめですと鶴岡は言っていない。ただ、鶴岡にしてほ

しいと、鶴岡でお願いしますと言っていることである、そう理解をしていただきたい。

それから、１０万というのは厳然たる事実であるということです。 

 

〇押井喜一委員 先ほどから言っているように、鶴岡市ということについて否定するも

のではないと私どもは言っているわけで、おそらく鶴岡市という名称だからこの合併

には参加しないという町村はないと思います。私はそう思っています。 

  ただ、鶴岡市だけが鶴岡市でなければ合併に参加しないような発言するということ

については、私どもとしては非常にそれは違うというふうに思っています。１０万の

市民が鶴岡市でいいと思っているということは、これは当然そういうことかもしれま

せん。ですから、そういった民意を反映できるような公募をして、価値ある新しい名

称を決めましょうと言っているのが私たちの主張だと、そういう意味で言ったつもり

でございますし、何遍も言うように鶴岡市を否定するものでもないし、新しいまちだ

から新しい名前をつけようと言っているのでもありません。ですから、民意を反映で

きるような名称の決め方、むしろそのほうが新しいまちとしての誇りを持てる名称に

なるのではないかということで申し上げているのです。ですから、鶴岡市を除いてほ

かの町村だけで公募やったところで意味がない。一体性を持たせる意味で、この７市

町村の民意を取っていくという意味での公募ということでありますから、この辺は十
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分私どもの言っていることをご理解いただきたいというふうに思っているのです。 

 

〇榎本政規委員 私は、鶴岡の１０万の民意は鶴岡だということを言っているだけであ

って、公募をして改めて民意を問うのでなくて、民意を聞いた上での鶴岡市議会が決

定したのが鶴岡であるという、そのことだけです。 

  だから、改めて民意を問う必要性は鶴岡においてはないし、ただ申し上げます、鶴

岡でなければだめだなんて鶴岡は一言も言っていません。ただ、新市の名称は鶴岡に

していただきたいと言っているだけで、鶴岡でなければ合併しませんよなんてことを

一度も言ったことないはずです。それは、私も合併の特別委員長の本城さんも鶴岡で

なければ合併から外れますよなんて言ったことは一度もありません。それは誤解をし

ないで、そういうことです。 

 

〇齋藤 久委員 ここの合併協議会の委員は、それぞれ１５万を代表している形で３８

名が参加しているわけですので、鶴岡だとかどこだとかという、そういう議論ではな

く、ここの３８名が名称を決めるためにまず最初公募しようという決め方は決してお

かしなことではないと私は思いますので、その辺をご理解いただきたいと思います。 

  私は、第１回目の合併協議会には参加していませんけれども、議案第１号で運営規

程を明確に決めて、異議なしということで可決されております。そこには会議の進行

ということで、全会一致を原則としておりますが、ただしということで全会一致なら

なかった場合の決め方もここにうたってあります。ですから、ここで具体的な固有名

詞を何々ということを決める前に、委員のほとんどの人が公募しましょうということ

であれば、公募をするのは当然の成り行きだと思いますけれども、その辺がなぜ公募

にならないのかどうしても理解ができないということです。 

 

〇富塚陽一会長 規則は、協議会の会議の運営でございますので、事柄を決定するとい

うふうに私は解釈しておりません。そこはひとつご理解をいただきたいと思います。

あくまでも会の運営についてどういうテーマを議論するかということとか、運営規則

でございますので、事柄の決定はそこまで協議会には多数決で決めろというふうには

いただいていないと思っております。 

 

〇齋藤 久委員 この名称の決め方を公募にしましょうというそのことを決めるのも私

は、一つの名称を決めるのでありませんから、運営でいいと思いますけれども、その

運営がなぜこの３８人で決められないのかということを言っているのであります。 

 

〇富塚陽一会長 これ議論してもあまり意味ないから、後でゆっくりしゃべりましょう。 

  しかし、鶴岡市ではこういう提案はしているわけですので、はっきりしているわけ

なんです。ですから、これをその辺では１０万とか何とかというのは無視してという

話にはちょっとやっぱり公平、公正にはなりかねるので、それぞれおやりになる分に

は大いに結構だと思うし、ぜひお願いしたいということです。 

  それからもう一つ、私は住民の皆さんのご意見を聞くことについては全く否定はし

ておりません。むしろこれから調整課題とかいろいろ出てくると思います。それで、
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さっき申し上げたようにこの施策は今度こういうふうに展開したらどうだろうかとか、

様々な問題が出てくるときには私は大いにアンケート調査なり何なりはすることは出

てくるだろうという気がいたします。その時点で我々鶴岡は鶴岡でやることには一向

やぶさかでないし、住民参加はそういう形で考えていくことは十分あるだろうと思っ

ていますので、そこは何でもかんでも意見聞くのを否定しているなんてことはありま

せんので、そこは誤解のないようにしていただきたいと思います。 

 

〇進藤 篤委員 今まで出た意見と同じような意見になりますけども、我々朝日村でも

私は議会の代表で出ているわけですが、議会でも前々から公募をすべきであるという

話で意見は集約なってここでも発表した経過がありますけども、あくまでもそういう

形、公募はやるべきだろうなというふうに思います。 

  そして、それは鶴岡市は自分たちのほうはやらないし、ほかでやってくれというよ

うなことですけども、これは私は考え方として新しいまちをつくると、新しいこの庄

内南部のこの地域の合併を考えると、そういう視点からすればみんなが参加した形で

名前を決めるというのは当然の経過だろうというふうに思います。皆さん方ここに委

員の方々いらっしゃいますけども、ほとんどの方が公募でやるべきだというようなこ

とで意見も出て議事録に載っているわけです。これは、ぜひとも経過を大事にすると

先ほど意見もありましたけれども、その経過を大事にしながら新しいまちをみんなで

つくると、その課程を大事にしてほしいものだというふうに思います。 

 

〇本城昭一委員 私さっきも申し上げましたが、公募を否定するものではありません。

ただ、この協議会で決めて公募をしたときに、住民の意思を把握した公募というのは

何％ぐらいから言えるのでしょうか。４％や５％を民意と言って、それで公募の結果

というふうなまとめ方でいいのかどうかというのは、ある近隣の例で私は非常に疑問

に思っているのです。ですから、その辺もやはり有権者の何割ぐらい、あるいは高校

生まで下ろすのであれば、そういう人たちの何割ぐらいが応募して初めて民意として

認められると、こういうことも重要な問題だなと、経過として大事だなと思ったもん

ですから、私はそういう考え方で、公募に反対ではありませんが、疑問を持っている

と、そういうことであります。 

 

〇須藤栄弘委員 この法定協議会の持つ意味はどうかなということを感じます。この法

定協議会は、私から申すまでもなく法に基づく権威ある協議会だろうと私は思ってお

ります。それで、最善の努力をして結論を得るというのがこの法定協議会だろうと思

います。そして、民主主義の原点で物事が決まっていくと。せっかくここまで築き上

げてきました協議会でもありますし、名称にかかわらずやはり原点は原点であろうと。

この法に基づく権威ある協議会というものを認識すべきでないかなと思います。 

 

〇富塚陽一会長 いろいろご意見を承りまして、これまでのそれぞれのご主張を開陳し

ていただいたと思います。 

  なお、まだ時間もありますので、引き続き次も議題にさせていただきますけども、

きょうはこのくらいで一応とどめさせていただいて、各々同じこれまでのお考えを確
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認したような形になってしまいまして、会の進行まずかったかもしれませんが、もう

大体２時間も経過しましたので、きょうはこの辺でとどめさせていただいて、また次

に残しておこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（４）その他 

〇富塚陽一会長 あとそのほか何かありますか。 

 

〇富塚陽一会長 ないようですので、これで私の司会は終わらせていただきます。どう

もご協力、活発なご意見、ありがとうございました 

 

５ 閉   会（午後３時０７分） 

〇芳賀 肇事務局長 長時間にわたりましてご協議、どうもありがとうございました。 

  これをもちまして本日の合併協議会を終了させていただきます。 

  なお、専門小委員会を３時２０分からそれぞれの会議室において開催させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  どうも本日はご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

 


